
１　国民皆保険制度の堅持について ２　物価上昇について ３　地域医療構想について ４　医療DXの推進について ５　マイナ保険証について
少子高齢化の進展により社会保障費が増大します
が、国民皆保険制度を堅持するためにはどのような
施策を考えますか。

医療機関は国の公定価格により経営することとさ
れ、物価高騰分を医療費に価格転嫁することができ
ず、医療機関の経営は年々苦しくなっている。この
ような状況に対しどのような施策を考えますか。

地元の地域医療の実情を踏まえ、選挙区内の地域医
療構想をどのように考えますか。

医療DXの取り組みを進めるうえで、医療現場では相
当の費用負担を強いられ廃業を視野に入れる会員も
いる。このような状況に対し、どのような施策を考
えますか。

国はマイナ保険証の利用を推進しているが、医療現
場では拙速な対応に苦慮している。このような状況
をこれからどのようにすべきかと考えますか。

田所　嘉徳

一定以上所得のある高齢の方の医療費窓口負担につ
いて、年齢間の自己負担割合のバランス等を踏まえ
つつ、必要な受診が抑制されることのないように、
引き続き丁寧に検討を進めていく。

公定価格により運営される医療分野については、地
域医療の基盤を守る観点からも、物価上昇に対応し
た適時・適切な見直しが出来るような価格の改訂制
度とすべきである。

中長期的な人口構造の変化に伴う、地域の医療ニー
ズに応じた病床数の在り方について、病床機能を明
確化した上で、相互に連携することも考慮し、質の
高い効率的な医療提供体制の構築が図れるよう、当
該地域の協議を通じて計画的に進めるべきである。

医療の質と生産性の向上を図るための「医療DX」を
積極的に推進するために、医療事業者への十分な説
明による理解をもとに、適時・適切な支援策を講じ
ていく。

本年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組み
への移行に際しては、施行日以降も、最大１年間、
現行の保険証が使用可能であるほか、マイナ保険証
を保有しない方には、当分の間、申請によらず各保
険者において資格確認書を発行することとしており
ます。
また、後期高齢者医療制度においては、ITに不慣れ
な高齢者が多いことや、75歳到達や転居に伴う後期
高齢者医療への加入に際し資格取得届出の提出が省
略されています。
保険者との直接の接点がなく申請勧奨が困難という
点を踏まえ、令和７年７月末までの間、新たに後期
高齢者医療制度に加入された等により有効な後期高
齢者医療被保険者証をお持ちでない方に対して、マ
イナ保険証の保有有無に関わらず資格確認書を交付
することとしています。
このように、国民皆保険制度のもと、全ての方に安
心して確実に保険診療を受けていただけるよう必要
な措置を講じてまいります。

福島　伸享

終末期医療など医療供給体制の在り方や、薬価制度
の抜本改革などについて検討しつつ、真に必要な社
会保障費については、税財源の投入も含めた歳出・
歳入両面の構造的見直しを行う。

物価が上昇すれば、転嫁できない消費税も増えるた
め、まずは転嫁できない消費税の問題を解決する。
物価に連動する診療報酬制度を導入する。

近い将来、県央・県北地区は医療需要そのものが大
きく減少することが予想される。余力があるうち
に、中核となる医療機関の再編によって経営体制の
強化を行い、地域のかかりつけ医との連携強化を図
ることが必要である。

医療機関・患者双方にとって無理のないDX化が必要
である。医療DXが、DX化を進めるIT企業の利益にな
るだけで、ただ医療現場を疲弊させるものになるこ
とがないよう、適切な医療DXに向けた支援を強化す
べきである。

マイナ保険証の義務化については、連日地元の方か
ら反対の声をきいている。一律の使用義務化ではな
く、段階を踏んだマイナ保険証への移行を進めると
ともに、マイナ保険証以外での受診を抑制すること
がないようにすべき。

額賀福志郎

国民皆保険の要である国民健康保険制度は、誰もが
安心して医療を受けられるために必要不可欠な制度
です。国民健康保険制度については、平成３０年度
の国保改革に際して、毎年約３４００億円の公費投
入を措置しました。この公費投入は、地方関係者の
皆様と約束した重要な財政措置であり、今後とも確
実な財源確保に努めたいと考えています。引き続
き、国民健康保険制度が安定的に運営されるよう、
十分な支援に努めていきたいと思います。

令和６年度の診療報酬、介護報酬、障害福祉サービ
ス等報酬の同時改定において、診療報酬では＋
0.88%、介護報酬では＋1.59%、障害福祉サービス等
報酬では＋1.12%の改定率を決定したところです。
今後も物価上昇の動向を見極めつつ、医療機関の経
営、医療従事者の処遇に影響を与えないよう適切に
対応していきます。

地域医療構想の実現に向け、医師偏在対策等の医療
政策を国、都道府県、医療関係者等の間で緊密に連
携をとりながら一体的に取り組みを進めるととも
に、地元で不足する医療従事者等の確保に必要な財
政支援をバランスよく行っていきます。

医療ＤＸは、業務を効率化し生産性を向上させる新
しい時代の医療現場に不可欠の取組みです。この医
療ＤＸを適切に推進するため、国において、医療機
関におけるサイバーセキュリティ対策のための人材
育成や、対応困難なインシデント時の初動対応にお
ける仕組みの構築など、費用や技術面での支援を
行っています。引き続き、医療機関の現場の状況に
あわせて、医療ＤＸの実現に向けた必要な対応を
行っていきたいと考えます。

マイナンバーカードは、将来のデジタル化社会にお
いて、官民のさまざまな手続や身分証明書の代わり
として使用できる汎用性の高い制度です。マイナ保
険証においては、データに基づくより良い医療が受
けられることをはじめ、高額療養費の手続の簡素
化、確定申告時の医療費控除手続の簡素化、医療従
事者の負担軽減などのメリットがあります。被保険
者の皆様の中に紙の保険証の廃止による困惑が広
がっていることは承知しておりますので、マイナン
バーカードと保険証の一体化の円滑な施行に向け
て、現場に混乱を引き起こすことのないよう、引き
続き医療機関への支援策を講じるとともに、政府に
適切な広報をさせるよう努めてまいりたいと思いま
す。

葉梨　康弘

ＤＸの推進により、地域における医療・介護基盤を
強化するとともに、社会保障予算の使い方の効率化
の努力をしていく。また、物価上昇を上回る賃上げ
を実現し、現役世代の保険料負担率を上げなくと
も、保険料総額の増加が見通せるようにすることが
重要。

医療機関は公定価格により運用され、物価上昇分に
ついては、それに見合う診療報酬や介護報酬の改定
が不可欠。そのためにも、物価上昇を上回る賃上げ
を実現し、税収や保険料の総額を増加させることに
より、財源の確保を図っていかなければならない。

平成２８年に策定された茨城県地域医療構想の、取
手・龍ケ崎地区における施策の方向性は、おおむね
妥当と考える。ただ、千葉県と隣接する私の選挙区
は、医師や医療従事者の確保に困難を来しており、
医師連盟の皆様とご相談しながら、構想が絵に描い
た餅となることのないよう、できる限り手を尽くし
ていきたい。ちなみに私の娘は、現在阿見町の東京
医大病院で産婦人科医として勤務しており、微力な
がら医療体制の確保に貢献させていただいている。

医療ＤＸは、社会保障予算の効率化にも貢献するた
め推進すべき。その一方で、中小の医療機関を中心
に、大きな負担を強いることにも留意すべき。現在
医療ＤＸに関する各種の助成制度があるが、社会保
障費の効率化と比べれば微々たる額で、これを拡充
すべく財務省とも折衝していきたい。

マイナ保険証の期限自体は、累次の総理等の国会答
弁に鑑みると、一議員の立場で、これを変えること
は現実的に難しい。しかしながら、「資格確認証」
の運用のあり方については、なお党内で議論しなけ
ればならないと思うので、現場で混乱を来すことの
ないよう、是非医師連盟の皆様の忌憚のないご意見
をお聞かせ願いたい。

梶山　弘志

少子高齢社会に対応し、国民皆保険を安定的に将来
世代に引き継いでまいります。人生100年時代を迎え
るにあたり、全ての世代が公平に支え合う医療保険
制度に向けて取組みを進めます。2018年度より都道
府県単位化した国民健康保険制度については、引き
続き、効果的・効率的な財政支援を実施し、運営の
安定化、保険者機能の強化を図っていきます。高齢
者医療制度は現行制度を基本としつつ、世代間の公
平性や制度の持続性の観点から、高齢者医療費の負
担の在り方を検討するとともに、拠出金の負担が過
重なものとならないようにするための健保組合への
財政支援、協会けんぽへの国庫補助の継続による財
政安定化などにより、国民皆保険制度を守ります。

公定価格により運営される医療・介護・福祉分野に
ついて、地域医療・介護等の基盤を守る観点から、
物価上昇に対応することにより、経済全体の賃上げ
の底上げを図って参ります。また、本年の「診療報
酬」では、医療従事者の賃上げにもつながる本体部
分を０．８８％のプラス改定としました。今後も国
民の安心・安全を守る医療体制の確保に全力で取り
組み、地域に根差す医療機関を守り抜いて参りま
す。

茨城県の地域医療構想の取組みを推進するため、地
域医療介護総合確保基金などの財源の充実を図ると
ともに、2040年頃を見据え、医療・介護の複合ニー
ズを抱える85歳以上人口の増大や現役世代の減少に
対応できるよう、新たな地域医療構想を策定しま
す。

多くの関係者の納得と協力を得つつ、実現に向けた
強固なガバナンス体制を構築した上で、行政のみな
らず、医療界、医学界、産業界が一丸となって医療
DXを推進するとともに、医療の効果的・効率的な提
供を進めるための必要な法整備を進めます。その
際、患者情報の共有や新技術開発による医療サービ
スの向上、電子カルテにかかる費用の低減など、医
療DXの推進による医療機関のメリットについて、丁
寧な説明と理解の促進を図ります。

本年１２月のマイナンバーカードでの保険証利用を
基本とする仕組みへの移行に向け、国民への周知を
強化し、理解増進を図ります。また、医療機関の皆
様の一層の理解を得ら得るよう、丁寧な説明ときめ
細かな相談に取り組んで参ります。

第50回衆議院議員総選挙立候補者に対するアンケート(結果)

氏　名
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石川　昭政

医療の質の維持と高齢者の医療費の削減が必要で
す。地域医療を維持するため、介護と医療の連携
や、生活習慣病の予防や健康診断の促進等、予防医
療の強化を進めるとともに、オンライン診療や遠隔
医療の活用、ジェネリック医薬品の推進等、医療の
効率化を進めていくことが急務です。

物価上昇や人件費の増加に対応する為、適切な診療
報酬の見直しの検討は必要ですが、同時に医療機関
の効率的な運営を図るため、デジタル化やAI技術の
活用等により、医療従事者の負担軽減や労働環境の
改善を進めることや重要です。また医療機器や医薬
品の輸入コストの上昇に対し、ジェネリック医薬品
の国内製造支援の強化や調達プロセスの効率化を進
めるほか、エネルギーコストや運営コスト削減のた
め、国の施策として省エネ設備等への投資を促進
し、地域医療を維持していくことが必要と考えま
す。

茨城5区では人口減少と高齢化が進んでおり、医師不
足等による医療提供体制の偏在や、高齢化により増
加する複数抱える慢性疾患患者への対応が課題で
す。医師や看護師をはじめとする医療従事者の確保
や、在宅医療や介護施設等との連携を行い、地域包
括ケアシステムの強化を図る必要があります。
また、デジタル技術を活用した医療DXを推進し、遠
隔医療やオンライン診療の導入促進、電子カルテの
普及等、医療の効率化と質の向上を目指します。
加えて、地域住民が医療にアクセスしやすいよう、
移動診療や地域密着型クリニックの拡充も不可欠で
す。これらの政策により、地元の実情に合った持続
可能な医療提供体制を整備し、「治す医療」から
「治し支える医療」へ、住民が安心して生活できる
医療環境をつくります。

日本の医療は、高齢化に伴う医療需要の増加や、医
療人材不足等の課題を抱えています。
医療DXを推進することにより、効率的な業務運営・
ヒューマンエラーの防止・予防医療の普及や発展な
ど、現在の医療課題を大きく改善することを目指し
ています。
ただ、医療DXの推進に伴い、中小の医療機関等をは
じめとして導入へのコストが重たいことや、デジタ
ル人材不足などがハードルになっています。
この問題に対処するためには、まず国や自治体が医
療機関に対して補助金や税制優遇措置を拡充し、初
期導入コストを軽減することが必要だと考えます。
また、医療DXの効果が中長期的に収益や業務効率に
結びつくよう、技術サポートや運用面での支援体制
も整備すべきです。さらに、医療機関同士のネット
ワークや共通プラットフォームを構築し、複数の医
療機関が共同でシステムを利用できる仕組みを作る
ことで、費用や人的負担を分散させることが可能だ
と考えます。医療DXは患者にとっても最終的なメ
リットが大きいため、医療機関の経営と両立できる
形で進めることが重要です。

マイナ保険証の導入は、医療機関・薬局同士での情
報共有による「よりよい医療」の提供や、顔認証や
暗証番号等による認証フローにより、効率化や不正
防止の観点でも大きなメリットがあります。
ただ、現場の混乱を予防するためには、従来のフ
ローが長く定着してきたため、患者と病院双方の声
を丁寧に聞くことが重要だと考えます。

特に、医療機関がシステム対応に必要な時間とリ
ソースを確保できるよう、サポート体制を強化し、
導入にかかる費用や技術的な課題に対してはより十
分な補助金や技術支援を提供すべきです。

国光　文乃

少子高齢社会に対応し、国民皆保険を安定的に将来
世代に引き継ぎ、全ての世代が公平に支え合う医療
保険制度に向けて取組みを進めることが極めて重要
と考えます。
なかでも、高齢者医療制度は現行制度を基本としつ
つ、世代間の公平性や制度の持続性の観点から、高
齢者医療費の負担のあり方を検討するとともに、拠
出金の負担が過重なものとならないようにするため
の健保組合への財政支援、協会けんぽへの国庫補助
の継続による財政安定化などにより、国民皆保険制
度を守っていく必要があります。
さらに、患者の利益に適う最先端の医療技術や医薬
品、医療機器等が早く使用できるように、評価療養
や患者申出療養によって、患者の安全に配慮しつ
つ、患者の選択肢を拡大していくことにより、保険
適用された技術と保険適用されていない技術の組み
合わせが適切に行われるよう、取り組んでいきま
す。

物価上昇により、医療費に上昇分を速やかには転嫁
できない医療機関の経営が厳しくなってきており、
これをしっかり支えていくことは喫緊の課題と考え
ます。
これまでも交付金を活用し、食材費や光熱費の上昇
に伴う負担の軽減に努めてまいりました。今後も、
物価上昇の状況もしっかり注視しながら、実情に応
じたきめ細かい物価高への対応となるよう、重点支
援地方交付金の拡充を含め、適切な対応を行なって
まいります。

国民が住み慣れた地域において必要な時に質の高い
医療が受けられるように、地域において必要な医療
を確保することが重要と考えます。
その際には、地域医療介護総合確保基金などの財源
の充実を図るとともに、2040年頃を見据え、医療・
介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大や現
役世代の減少に対応できるよう、国において、新た
な地域医療構想の策定に向けた議論が進められてい
ることから、地元の状況やニーズをしっかり汲み取
り、国における議論へ生かしてまいります。
また、医師偏在の是正もあわせて重要であり、地域
枠を活用しながら必要な医学部定員の適正化を図る
とともに、国民皆保険を堅持するための推進を行
なってまりいます。

医療DXを推進し、より効果的かつ効率的で質の高い
医療の提供を実現していくことが、少子高齢化が進
み、現役世代の減少が進む中で、重要な取り組みと
考えます。
医療DXの推進に関する工程表に基づき、医療機関等
における負担へも十分配慮しながら、必要な予算の
確保に努め、医療DXを推進してまいります。

医療DXを推進するに当たり、その基盤となるマイナ
保険証について、利用促進していくことにより、患
者・国民がその利便性を実感していくことが重要で
あると考えます。
医療機関における取り組みの好事例等に関する周知
広報をさらに進めていくとともに、普及促進に当
たっての課題等について、サポート体制の整備等も
進めてまいります。

永岡　桂子

まずは予防医療に注力。かかりつけ医をもち、ドク
ターショッピングに対する抑止、ジェネリック医薬
品の活用促進。フレイル予防や糖尿病を防ぐため、
健康な食生活、運動習慣の定着などを農水省、文科
省、厚労省により実現する。特に、女性の運動習慣
が少ないことが問題。また、健康診断受診率も女性
の方が低い。それらを促進することで、大病を防ぐ
あるいは早期発見につなげ、社会保険料増大を防
ぐ。

医師等の医療従事者の給与が増えるようにするとと
もに、物価高騰分を越える診療報酬を実現しなけれ
ばならない。地域の医療の要である病院には重点的
な支援が必要。

今後の医療需給を踏まえると、医師の総数は抑制し
ていく方向とせざるを得ないが、地域や診療科の偏
在対策は必須。まず、茨城県として医師数が少ない
ことが問題。地域枠等を活用した医学部の拡充が必
要。また、国全体としても大学病院からの医師派遣
が継続されるような取組が必要。
平成28年の地域医療構想では、ハイリスク分娩への
対応や脳卒中の急性期医療への対応体制が不足して
いると指摘があった。その改善には取り組んでいる
ところであるが、近隣の大学病院の支援を仰ぎなが
ら、一層すすめていきたい。

医療DXを導入する際の費用支援をさらに拡充するの
は当然として、医師会が設けている相談窓口をさら
に拡充し、過大なコンサルティング料やレガシーシ
ステムからの移行手数料に対する相談窓口を厚労省
主導で儲ける。また、導入の好事例を厚労省がしっ
かり共有し、医院側の負担を軽減していく。

一般の保険証、マイナ保険証の混在の移行期が一番
対応が厳しい。医院側がマイナ保険証を受け入れや
すくするため、さらなる支援拡充が必要。セキュリ
ティ面での不安やコスト面での不安など様々な不安
に対して、デジタル庁・厚労省が一体となって、そ
れぞれの医療機関の困りごとを解決していかなけれ
ばいけない。


